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インクルーシブ教育に関わる教員に求められる

専門性の向上を目指した取り組み

授業コンサルテーションを中心にして

島野 聡子

Improving the Expertise of Teachers Involved in Inclusive Education 

: Lesson Consultations 

Satoko SHlMANO 

1 問題の所在と研究の目的

2006年に国連で「障害者の権利に関する条約」が採択され， 日本も翌年9月に署名， 2014年1

月に批准した。 これからの日本は， 障害の有無や性別， 年齢等を問わず， 誰もが相互に人格と個

性を尊重し支え合い， 人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会の実現に向けて

進んでいく。 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進 (報告)J (中央教育審議会初等中等教育分科会， 2012) では， 障害のある子どもと障害の

ない子どもができるだけ 同じ場で共に学ぶことを目指し， それぞれの子どもが， 授業内容が分か

り学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら， 充実した時間を過ごしつつ， 生きる力を

身に付けていくことを本質的な視点とし， そのための環境整備の必要性を述べている。 これから

の時代， 通常の学級の担任は， 障害を含む多様な教育的ニーズのある子どもの特性を理解し， 学

級づくりや授業づくりなどに取り組まなければならない。 特別支援教育コーディネーターにも，

児童生徒への直接的な支援・指導に加えて， 多様な学びの揚をつなぐ役割や， 学校全体の教員の

資質・能力の向上に関する指導的な役割を果たすことが求められており， 特別支援教育の専門性

の向上は必要不可欠なものとなっている。 また， 教員の大量退職問題が深刻化する中で， 中央教

育審議会 (2015) は 「教員は学校で育つ」 との考えのもと， 教員の資質能力を向上させるための

方法としてo J T (On the Job Training) を通じた「日常的に学び合う校内研修の充実」 を提唱

した。 しかし， OJTを計画的， 継続的， 意図的に行うためには事前に十分な計画が必要であり，

学校や先輩教員側の負担も決して少なくない。

そこで本研究では， 若手教員に対して「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」

を中心にしたOJTを行い， 成果と課題を明らかにして， インクルーシブ教育に関わる教員の専

門性向上を目指したOJTの在り方について検討することを目的とする。

2 研究の方法

まず， X市の小・中学校教員を対象に， 特別支援教育に関するニーズを探るための質問紙調査

を実施し， 教員が必要としている専門性の具体や， X市既存の研修会である rx市LD・ADH

D・高機能自閉症学習支援事業(学習相談会)J の課題を明確にする。 次に， 若手教員2名に対し

て， ユニパーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりのためのコンサルテーションを継続的

に行う。 実践の過程で公開授業研究を行い， 参観者や児童らによる授業アンケートの結果も参考
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にしながら， 専門性向上の過程を分析する。 そして， 質問紙調査から明らかになった学習相談会

の課題を踏まえ， OJ Tの機会としての学習相談会について検討する。

3研究結果

(1) 教員のニーズを探るための質問紙聞査

「教員として高めたい専門性」 について， 重要だと思うものの度合い(重要度) と， これまで

の取り組みの度合い(取組度)について， それぞれ高いものを 1 ， 低いものを4として， 4段階

で回答を求めた。 経験年数 10年以下の若手教員と， 11年以上の中堅・ベテラン教員に分けてt

検定により検証した結果， 重要度について両者の聞に有意差はなく， 認識のずれはないことが示

された。 しかし， 取組度では， すべての項目について有意差が得られ， 若手教員よりも中堅・ベ

テラン教員の方が積極的に特別支援教育に取り組んでいることが明らかとなった(表1 )。

表1 r教員として商めたい専門性」の取組度に関する調査結果

若手教員 中堅・ベテラン

n=33 n=77 

平均(SD) 平均(SD)

障害のある子どもへの配慮や支援 2.30 (0.76) 1.77 (0.67) 

どの児童生徒も「分由、るJ rできるJ授業 2.12 (0.54) 1.70 (0.61) 

教室環境や学校環境の整備 2.06 (0.81) 1.82 (0.59) 

他の教員や学習支援員との連携 2.15 (0.70) 1.63 (0.61) 

地域の教育・福祉・医療・労働等の関係機関との連携 3∞(0.65) 2.37 (0.75) 

保護者との連携・信頼関係の構築 1.79 (0.77) 1.51 (0.53) 

児童生徒の特性を意識した集団づくり・仲間づくり、Jレールづくり 2.06 (0.74) 1.71 (0.61) 

問題行動へのサインへの気付きと予防的対応 2.22 (0.74) 1.77 (0.63) 

インクル シプ教育シスァムの理解 3.10 (0.75) 2.58 (0.77) 

t検定

f df p 
3目62 107 ... 

3.49 67 ... 

1.94 106 

3.89 107 間

4.27 70 ... 

2.24 107 ‘' 

2.74 107 .. 

3.24 106 .. 

3.20 104 .. 

特別支援教育についての悩みや疑問を自由記述で尋ねたところ， r個への支援J r周囲の児童・

生徒との関わりJ r教師の関わり方J r専門性J rインクルーシブ教育J r保護者対応J r交流及び共

同学習J rユニパーサルデザインの視点J r関係機関等との連携」 に関する記述が見られ， 教員の

多くが 「個への支援」 について悩みを抱えていることが示された。 「個への支援J r周囲の児童・

生徒との関わりJ r教師の関わり方J r専門性」 の4つは， 若手教員， 中堅 ・ベテラン教員ともに

記述が見られたが， rインクルーシブ教育J r保護者対応J r交流及び共同学習J rユニバーサルデ

ザインの視点J r関係機関等との連携」の5つは中堅・ベテラン教員のみが記述していた。 若手教

員は， 子どもへの直接的なかかわりや自分自身の専門性についての悩みが中心だが， 中堅・ベテ

ラン教員は， 子どもを取り巻く環境にまで目を向けていることがわかった。 若手教員は職歴が浅

いため経験知が少ない。 OJTの中で， 個への具体的な支援方法について共に考え対応し， 不安

感を払拭していくことが必要である。
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(2) 授業を通した研修の実施

若手教員2名(A教諭J B教諭)に対して， 筆者が特別支援教育コーディネーターのような立

場で関わり， 通常の学級に在籍する教育的ニーズをもった子どもの実態把握や情報提供， 授業づ

くりについてコンサルテーションを行った。 村上(2016) を参考にJ Korthagen (2001)が提唱す

る r A L ACTモデル」を軸にしたコンサルテーションを行い， 若手教員の省察を促した(図1 )。

コ〉廿ルテーラヨ〉・
コ〉廿ルテーシヨ〉畿の取り組み
コンサルテーショシを生かして、目標に対する
対応策の改善方法や新たな支撞方法を
見つけ出す

む
量豊�
対応策の改善と新たな支援
方法を取り入れT現業を
実施する

③本質的な

暗相への気付きヨ〉廿ルテー告ヨ〉
目標に対する指導や支援に
ついての莞包韓を深辺}る

雪、
担聾径の握。葺11]・ヨ〉廿ルテーラヨ〉
授業の分析を行う(ビデオ視聴を含む)

霊童盆
目榎を決め、授業を実施する

園1 ALACTモデルに沿って行う捜業コンサルテーションシステム(村よ(2016)を一部修正)

①捜業コンサルテーション

A教諭及びB教諭との関わりは， 表2の通りである。

筆者とA教諭及びB教諭との発話を文字に起こし，

r 1 :学級環境に関する内容J r II :授業のユニバーサ

ルデザインに関する内容J rm:子どもに関する内容」

「町:自分自身に関する内容J rV :その他」の5つの

視点で発話数を集計したところ， どちらの教諭のコン

サルテーションでも r II :授業のユニバーサルデザイ

ンに関する内容J rm:子どもに関する内容」を合わせ

て全体の約9割を占めていた。 このことから， 両教諭

とも， 子どもの特性と表れを考慮し， 個別的配慮の実

施と評価を繰り返しながらユニバーサルデザインの観

点を取り入れた授業づくりを進めていたことが明らか

になった。 また， 「I:学級経営に関する内容」として，

教室の座席配置に関することが話し合われていることから， ユニバーサ ノレデザインの視点を取り

入れた授業づくりには， 座席の検討が重要であることが示唆された。

②公開授業研究を通して

公開研究授業を参観した教員らによるアンケートでは， 両教諭とも子どもに対して肯定的な表

現で話しかけており， 安心して授業に参加できる雰囲気づくりを行っている点が高く評価された。

一方， 両教諭ともJ r抽象的な表現が多いJ r指示があいまい」等のコメントが多数寄せられた。

表2 若手教員との関わりの実績

A教諭 B教諭

授業参観数 15囲 14回

コンサル回数 8回 10 回

コンサノレ時間計 約285分 約155分

1回当たり 約35分 約15分

1 :学級経営 2.2% 2.5% 

D:捜聾UD 51.996 57.096 

m:子ども 36.896 32.3拍

N:自分自身 2.7% 0.7% 

V:その他 6.5% 7.5% 
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また， 板書の情報量や文字の大きさ等， 見やすい視覚情報の提示に関することや， 発表場面にお

ける指名の仕方に関することなど， 両教諭共通の課題がいくつか明らかになった。 これは，若手

教員共通の課題である可能性もあり， 研修機会の確保を検討すべきだと考えられる。

③価値観や取り組みの変容

授業コンサルテーション終了後， A

教諭及びB教諭に再度 「教員として高

めたい専門性」を尋ねたところ， A教

諭は， r教室環境や学校環境の整備J r地

域の教育・福祉・医療・労働等の関係

機関との連携」 について， 重要だとい

う認識が以前より高まっていた。また，

「どの児童生徒も『分かるHできる』

授業J r教室環境や学校環境の整備J r地

域の教育・福祉・医療・労働等の関係

機関との連携J rインクルーシブ教育シ

ステムの理解J r児童生徒の特性を意識

した集団づくり ・仲間づくり， ノレール

づくりJ r問題行動のサ インへの気付き

と予防的対応」 は， 以前よりも取組度

が増していた。 しかし， r他の教員や学

習支援員との連携」 への取組度は低く

なっていた(表3)。 同様に， B教諭の

変容を分析したところ， rインクルーシ

ブ教育システムの理解」 について， 重

要だという認識が以前より高まってい

表3 A教諭の変容

①重要度 ②取組庄
限定>&3 勘事い や勺て同 和司、如、
1:2:3:411:2:3:4 

どの児童生徒も「分かるJ rできる」握業
4
1
月

H
0 

01 1 �oプau�tup、J 
4月 JE?_:教室藻揖や学校理揖の整備 11月|C1'(up) ; :CI'l upiL 

他の教員や学習五世員と由連揖
4月 01 • 1 辺;
11月 0: 0欄"!.Im:

地域の教育・福祉・医聾・労働等の 4月
関係構聞との連携 日月 :Cア'(upJ : : (ア'(up

開園行動のサインへの気付きと …: 設予4防的対応 11JlIO' 
インクルーシプ教育システムの理解

4月 :0: : I : : 1ι 0 
11月 :0' I :O"íup 

表4 B教耐の変容

①軍要度 ②取組宜
畠舵>1; 酎場、 れn喝 やゆてh唱、
1:2:3 4 1 : 2: 3 : 4 

4月 0' 

i捕時
教室環境や学捜環境町整備 11月 0: 

4月 。:
他の教員や学習主撞員との連揖 11月 。: �up1 

目。4月
インクルーシプ教育システムの璽揮 11月 己主o :0 

たが， その他の項目は変化が見られなかった。 また， r他の教員や学習支援員との連携」の取組度

は増した一方， r教室環境や学校環境の整備」 の取組度は低下していた (表4)。

A教諭は， 自身の成長を「子どもを観察する力， 冷静 に考えて指導することができるようにな

ってきている」と捉えていた。 B教諭は， r板書の書き方を意識するようになった』と自身の成長

を評価しながらも， r子どもの悩みを理解してあげられない」と， 児童理解や指導の難しさに苦悩

していた。 両教諭とも， 障害のあるなしに関わらず， 一人一人の教育的ニー ズを理解し支援や指

導に生かそうと努力していた。 児童理解はインクルーシブ教育を進める上で最も大切なことであ

り， その重要性に気付いた両教諭の専門性は， 間違いなく向上したといえる。

(3) 学習相談会(x市LD ・ ADHD ・高機能自閉症学習支援事業)の活用

学習相談会は， 200 4年度から現在まで続く特別支援教育に関する研修会である。 会場を市内の

学校に設定し， LD， ADHD，高機能自閉症(自閉症スベクトラム)についての理解の推進や，

児童生徒への望ましい教育的対応についての研究を行う。 会場校は助言を受けるだけでなく， そ
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れぞれが考えた支援方

法や取り組みを提案す

るなど， 新しい視点を

提供し， 参加者の専門

性向上に大きな役割を

果たしている。 しかし，

質 問 紙 調 査 の分析か

ら， 参加者は特に「イン

クルーシプ教育システ

ムの理解J r保護者との

連携・信頼関係の構築」

「地域の教育・福祉・医

療・労働等の関係機関との連携J について研修を深められていないと感じていること(表5)や，

「普段の子どもの様子， 学級での取り組み等， 伝えきれるものではないJ r一般教員は『学習相談

会とは何か?メリットは何か?.ßをあまり理解していないのではないかJ 等の課題が示された。

また， r特定の分掌をもっ方のみ参加する印象があるので， だれでも希望する人は参加できるとい

表5 研修の漂まりに聞する印象(%)

肯定率 否定率

障害のある子どもへの配慮や支援 95.0 5.0 
どの児童生徒も「分かる」 「できる」授業 88.3 11.7 
児童生徒の特性を意識した集団づくり・仲間づくり、 ルールづくり 83.3 16.7 
他の教員や学習支援員との連携 83.3 16.7 
問題行動のサインへの気付きと予防的対応 78.3 21.7 
教室環境や学校環境の整備 76.7 23.3 
インクルーシプ教育システムの理解 65.0 35.0 
保護者との連携・信頼関係の構築 63.3 36.7 
地域の教育・福祉・医療・労働等の関係機関との連携 52.5 47.5 

うことをもっと周知させるとよいJ r新規採用職員や経験 の浅い先生を中心に一人一回は参加す

るように義務付ける」等の提案も出された。 これらのことを踏まえ， 以下の取り組みを行った。

①ミニ研修会の実施

学習相談会の一部(10 分程度)をミニ研修会の時

間とし， r特別支援教育だより」 を発行しで情報の

提供を行った。質問紙調査によって明らかとなった

課題を改善するために. rインクルーシプ教育シス

テムの理解J r保護者との連携・信頼関係の構築」

「地域の教育・福祉・医療・労働等の関係機関との

連携」に関する内容を扱い， 大学院で学んだ知識と

関連づけて作成するようにした。これまでに掲載し

た内容は， r障害者差別解消法J r次期学習指導要領

に向けてJ r保幼小連携J r特別支援学校のセンター

的機能」等である。 デ ータは市内小中学校共通のサ

ーバーに保存し， 各校の担当者がいつでも印刷・加

工できる状態にしている (図2)。

②校内研修として の学習相談会の開催

2017年度は， 市教育委員会の働きかけもあり， 研

究協力校であるY小学校を含むいくつかの学校で

校内研修として学習相談会が開催された。Y小学校

では， 参観者に授業づくりチェックリスト(静岡県

総合教育センター， 2015)を配布し， ユニバーサル

宅事 特別支擁教育疋より 拡 1伝子
次回学習鎗満署踊に肉付ZIl:瑚学習指，..耳慣では、総刷のほか、各教特等.ニおいて弘、f障害のある受宣などについては掌奮活動多行ろ緬舎に生じる園"さにJ:;じト繍場向容や格導方i傘の工妥多軒目的 組健前に行ろ
♀1:..が慢をされ�した 泊震の学織におも、ても 陽書《発J!鎗寄金含む)のある且量生徒がを鎗
している可能性があるこどを剛健， . 主ての給特擦に.t_H、て 一人一人の教育的.' ズ:て'"じたき
め繍か必指噂や支櫨ができる主札 障害‘引の繍携の工突だけで必〈、指導の工夫の奪回や手立て

会明機.ニfることが重要で寸次期学習指導・耳慣解恨 崎則的約将 遭直観 口、 r"車簿害絡のある生徒や海外かり4・圃した
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園2 特別支援教育だより
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デザインの視点で授業を参観してもらった。授業後の全体研修では， rよかったところ」左「支援・

指導の工夫」を付筆に書いたものを分類し， 思考を図解化しながらグループ討議を行った。 学習

相談会を校内研修として開催したことで， Y小学校の全教員に特別支援教育に関する研修の機会

を確保することができた。若手教員からは， rどういった視点で見て， どういった支援をすればよ

いのか参考になった(20代・教諭)J rいろいろな方から，いろいろな視点の話を聞くことができ，

自分の考え方， 指導の仕方も考えていかなくてはと思った(30代・教諭)Jr自分のクラスの子ど

もの顔が浮かび， 明日からできることは何か考えた(30 代・講師)J等の感想が得られた。 学習

相談会への参加は， 自己省察を促し， 専門性を高めるきっかけとなり得ることが示された。

総合考察

木原(2004)の教師 の授業力量の枠

組みを参考に， 若手教員の専門性向

上プロセスを検討する。若手教員は，

ALACTモデルのサイクルの中

で，重要な他者(本研究では筆者)か

らの支援的関わりを通して， 授業づ

くりや子どもの様子等に関する疑問

を認識し， 助言や実践経験から得た

事実をもとに解釈してイメージして

いった。そして，実践を通して感じた

ことをもとに反省したり， 改善案を

深化

画展司
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園3 若手教員の専門性向よモデル

定着化

考えようとしたりした。 これらの段階を繰り返す過程で， 特別支援教育に関する自分なりの価値

観を変容させていき， 専門性の向上に結びついたと考えられる(図3)。

本研究を通して， ユニバーサルデ、ザインの視点を取り入れた授業づくりは， 若手教員の専門性

を向上させるのに有効であることが明らかとなった。 これは， 今後の学校におけるQ]Tの手段

として参考になるであろう。

学習相談会の活用についてはいくつか課題が残った。 授業研究の視点と， 特別支援教育の視点

が交錯し， 複雑化してしまった点は否めない。 授業づくりだけでなく， 研修にも「焦点イ包」が必

要である。 また， グループ討議等を行う場合， ファシリテーターを務める教員には， 授業研究の

視点と特別支援教育の視点をつなぐ役割が求められる。 今後， 同様の形式で学習相談会を開催す

るならば， ファシリテーション技術の向上も重要になると思われる。
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